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○
城
島
光
力
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て

拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
平
成
十
七
年
四
月
か
ら
、
五
年
間
に
わ
た
り
、
帰
国
し
た
拉

致
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
に
支
給
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
者
の
自
立
や
生
活
基

盤
の
再
建
な
ど
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
拉
致
被
害
者
等
給
付
金

に
つ
い
て
、
支
給
期
限
が
本
年
三
月
に
到
来
す
る
こ
と
か
ら
、
帰
国
被
害

者
等
が
い
ま
だ
脆
弱
な
生
活
基
盤
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
現
状
に
か
ん
が

み
、
こ
れ
ら
の
者
の
自
立
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
、
支
給
期
間

を
さ
ら
に
五
年
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
り
ま
す
。

国
は
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
で
あ
っ
て
帰
国
し

た
も
の
及
び
帰
国
し
、
ま
た
は
入
国
し
た
被
害
者
の
配
偶
者
等
が
本
邦
に

永
住
す
る
場
合
に
は
、
当
該
帰
国
被
害
者
等
に
対
し
、
拉
致
被
害
者
等
給

付
金
を
、
十
年
を
限
度
と
し
て
、
毎
月
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

本
案
は
、
去
る
十
六
日
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委

員
会
に
お
い
て
、
内
閣
の
意
見
を
聴
取
し
た
後
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
委

員
会
提
出
の
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
速
や
か
に
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員

長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
）

○
前
田
武
志
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査

の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
で
あ
っ

て
本
邦
に
永
住
す
る
も
の
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
拉
致
被

害
者
等
給
付
金
の
支
給
期
間
の
限
度
を
五
年
か
ら
十
年
に
延
長
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
で
あ
る
衆
議
院
北
朝
鮮
に
よ
る
拉

致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
長
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決

の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
拉
致
被
害
者
等
の
自
立
及
び
生
活
基
盤
の
再
建
等
に
資
す
る
よ

う
、
支
援
策
の
実
施
に
十
全
の
対
応
を
す
る
こ
と
、
拉
致
被
害
者
等
支
援

法
改
正
後
の
実
施
状
況
、
帰
国
し
た
被
害
者
の
生
活
基
盤
の
再
建
等
の
状

況
及
び
補
償
の
問
題
、
未
帰
国
の
被
害
者
の
状
況
等
を
勘
案
の
上
、
被
害

者
の
支
援
に
つ
い
て
万
全
を
期
す
こ
と
等
を
政
府
に
要
請
す
る
決
議
が
行

わ
れ
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
二
六
日
）

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
は
我
が
国
の
国
家
主
権
及
び
国
民
の
生
命
と
安
全

に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
で
あ
り
、
未
曽
有
の
国
家
的
犯
罪
で
あ
る
。
我

が
国
は
す
べ
て
の
拉
致
被
害
者
の
安
全
を
確
保
し
、
直
ち
に
帰
国
さ
せ
る

と
と
も
に
、
拉
致
に
関
す
る
真
相
の
究
明
と
拉
致
実
行
犯
の
引
渡
し
を
強

く
要
求
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
か
ん
が
み
、
参
議
院
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
複
数
回

に
わ
た
り
拉
致
問
題
の
解
決
を
求
め
る
決
議
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
の
際

政
府
に
対
し
改
め
て
、
平
成
十
四
年
に
帰
国
し
た
拉
致
被
害
者
及
び
そ
の

家
族
に
対
す
る
支
援
措
置
に
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
拉
致
問
題
の
解
決

な
く
し
て
国
交
正
常
化
は
あ
り
得
な
い
と
の
不
動
の
立
場
か
ら
北
朝
鮮
と

の
間
で
粘
り
強
く
協
議
を
進
め
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
拉
致
問
題
の
抜

本
的
解
決
の
促
進
に
遺
漏
な
き
を
期
す
こ
と
を
求
め
る
。

一
、
平
成
十
四
年
に
帰
国
し
た
拉
致
被
害
者
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
今
後

帰
国
す
る
拉
致
被
害
者
等
の
自
立
及
び
生
活
基
盤
の
再
建
等
に
資
す
る

よ
う
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
団
体
等
の
連
携
に
留
意
し
、
支
援

策
の
実
施
に
十
全
の
対
応
を
す
る
こ
と
。

二
、
政
府
は
、
適
時
適
切
に
、
拉
致
被
害
者
等
支
援
法
改
正
後
の
実
施
状

況
、
帰
国
し
た
被
害
者
の
生
活
基
盤
の
再
建
等
の
状
況
及
び
補
償
の
問

題
、
未
帰
国
の
被
害
者
の
状
況
等
を
勘
案
の
上
、
被
害
者
の
支
援
に
つ

い
て
万
全
を
期
す
こ
と
。

三
、
政
府
認
定
に
係
る
拉
致
被
害
者
以
外
で
、
拉
致
の
疑
い
の
あ
る
事
案

に
つ
い
て
も
、
そ
の
真
相
究
明
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
拉

致
被
害
者
の
認
定
を
進
め
る
こ
と
。

四
、
拉
致
問
題
に
関
与
し
た
責
任
者
等
の
厳
正
な
処
罰
の
執
行
と
そ
の
報

告
、
具
体
的
な
再
発
防
止
策
の
確
立
、
拉
致
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠

償
の
確
実
な
履
行
に
つ
い
て
、
北
朝
鮮
に
対
し
強
く
求
め
る
こ
と
。

五
、
政
府
は
拉
致
問
題
が
い
ま
だ
に
全
面
解
決
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を

踏
ま
え
過
去
の
検
証
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。

北
朝
鮮
当
局
に
よ
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て
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致
さ
れ
た
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害
者
等
の
支
援
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関
す
る
法
律
の
一
部
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正
す
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